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公の施設の指定管理者監査報告書 

 

１ 準拠した基準 

尾張旭市監査基準（令和２年尾張旭市監査委員告示第１号）に準拠して監査を行

った。 

２ 監査の種類 

公の施設の指定管理者監査（地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」

という。）第１９９条第７項の規定による監査のうち、本市が、法第２４４条の２第

３項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものの出納その他の事務の執行

で当該公の施設の管理に係るものに係るもの） 

３ 監査の対象 

⑴ 尾張旭市体育施設の指定管理者であるハマダスポーツ企画株式会社の令和４年

度及び令和５年度における当該施設の管理に係る出納その他の事務の執行 

⑵ ⑴の指定管理の所管課（教育委員会文化スポーツ課）の当該指定管理に係る事

務の執行 

４ 監査の着眼点 

公の施設の管理に係る出納その他の事務の執行がその目的に沿って行われている

かを主眼として実施した。 

５ 監査の実施内容 

令和６年４月２５日から同年５月２８日までの間、３に記載の事務について、提

出された監査資料並びに帳簿及び書類を確認するとともに、ハマダスポーツ企画株

式会社職員及び教育委員会文化スポーツ課職員の説明を求めることにより実施し

た。 

６ 監査の結果 

監査の対象となった事務について、一部不適切なものが次のとおり見受けられた

ので、指摘する。今後の事務執行等に当たっては、これらの点に留意するととも

に、必要な措置を講じられたい。 

なお、措置を講じた場合は、その旨を通知されたい。 

⑴ ハマダスポーツ企画株式会社に係るもの 

ア 是正改善すべきもの（監査結果の取扱基準（平成２０年９月２９日尾張旭市

監査委員策定。以下「取扱基準」という。）第２項第１号に規定するものをい

う。以下同じ。） 
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法及び尾張旭市体育施設の設置及び管理に関する条例（昭和５２年尾張旭市

条例第２７号。以下「条例」という。）の規定により、指定管理者は、あらか

じめ市長の承認を得て、条例に定める額を上限として、その管理する公の施設

の利用に係る料金（以下「利用料金」という。）を定め、収受することができ

る。しかしながら、同社は、市が条例を改正し、尾張旭市城山テニスコートの

使用時間を変更したこと及び当該変更後の使用時間に係る使用料を設定したこ

とを踏まえ、変更後の使用時間に係る利用料金を定め、令和５年１０月１日か

ら収受しているにもかかわらず、当該利用料金について市の承認を得ていなか

った。 

イ 注意すべきもの（取扱基準第２項第３号に規定するものをいう。以下同

じ。） 

本指定管理業務の仕様書（以下「仕様書」という。）において、利用料金は

現金納付又は金融機関納付によるとされているにもかかわらず、同社は、指定

期間の当初（令和３年４月１日）から交通系ＩＣカードで、令和５年５月から

はクレジットカード及びスマホ決済アプリで料金を収受していた。交通系ＩＣ

カード等での料金収受自体は、施設利用者の利便性向上につながる取組である

ものの、導入には仕様書の変更が必要である。 

⑵ 教育委員会文化スポーツ課に係るもの 

ア 是正改善すべきもの 

(ア) ⑴アにあるように、市の承認を受けていないにもかかわらず、指定管理者

に利用料金を収受させていた。 

(イ) 本指定管理業務に係り指定管理者に貸与した備品について、尾張旭市物品

管理規則（平成２５年尾張旭市規則第３号。以下「規則」という。）第２３条

の規定による毎年１回の検査を実施していなかった。 

(ウ) 委託料である指定管理料は、政令や市の規則で定める概算払をすることが

できる経費には当たらないにもかかわらず、これを概算払していた。 

イ 注意すべきもの 

(ア) ⑴イにあるように、仕様書で規定されていない方法で指定管理者に利用料

金を収受させていた。 

(イ) ア(イ)の備品について、規則第９条に規定する備品ラベルが付されていない

ものが散見された。 

７ 要望事項 
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教育委員会文化スポーツ課に対し、次のとおり要望する。 

尾張旭市指定管理者制度の運用指針等に基づいて毎年度実施し公表している指定

管理者のモニタリングは、公の施設において適正なサービスが継続的に提供される

ことを担保するために極めて重要なプロセスである。そのため、複数年にわたる指

定管理期間において、毎年度、前年度よりも一層充実したモニタリングを実施する

ことを目指して計画的に取り組むとともに、客観的で分かりやすく進化した報告書

が公表されることを期待する。 

 


